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爺
湖
町
で
は
、
毎
年
英
国
青
年

　
　
を
受
入
れ
、
英
会
話
教
室
な
ど

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
、

地
元
の
人
た
ち
と
交
流
を
深
め
て
い

ま
す
。

　
９
月
か
ら
新
し
い
英
国
青
年
フ
レ

デ
ィ
ー
・
セ
ム
プ
ル（
19
歳
）さ
ん
と

デ
ィ
ラ
ン
・
ピ
ュ
ー（
18
歳
）
さ
んが

来
町
し
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　
様
々
な
機
会
で
二
人
と
接
す
る
こ

洞

　
　
爺
湖
町
は
平
成
17
年
度
決
算
で
、

　
　
普
通
会
計
に
お
け
る
実
質
公
債

費
比
率
の
３
カ
年
平
均
の
数
値
が
28

・
2
％
と
な
り
、
実
質
公
債
費
比
率

に
よ
る
起
債
許
可
団
体
と
な
り
、
ま

た
、
後
年
度
も
高
い
数
値
が
続
く
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
平
成
19
年

２
月
に
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
は
、

計
画
期
間
内
（
10
年
間
）
の
実
質
公

債
費
比
率
を
推
計
し
、
実
質
公
債
費

比
率
を
18
％
未
満
の
水
準
ま
で
引
き

下
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
計
画
で

す
。

　
本
年
度
は
、
平
成
21
年
度
決
算
に

基
づ
き
計
画
を
見
直
し
、
平
成
22
年

度
以
降
の
比
率
に
つ
い
て
推
計
し
ま

し
た
。

　
普
通
会
計
の
公
債
費
は
、
災
害
関

連
事
業
な
ど
の
起
債
事
業
の
累
積
に

よ
り
平
成
21
年
度
が
償
還
の
ピ
ー
ク

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
公
営
企

業
会
計
を
含
め
た
建
設
（
起
債
）
事

業
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
、
公
債
費
の

縮
減
を
図
り
、
実
質
公
債
費
比
率
を

18
％
未
満
の
水
準
に
低
減
さ
せ
て
い

き
ま
す
。

（１）
既
往
債
の
状
況

　
平
成
19
年
度
に
有
珠
山
噴
火
災
害

に
よ
る
、
砂
防
施
設
整
備
に
伴
う
公

営
住
宅
建
替
移
転
事
業
の
起
債
約
23

億
円
の
元
金
償
還
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
21
年
度
に
は
、
洞
爺
湖
温

泉
公
園
、
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り

整
備
事
業
な
ど
の
起
債
約
９
億
円
の

元
金
償
還
が
始
ま
り
、
平
成
21
年
度

に
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
れ
を
境

に
下
降
し
ま
す
。

（２）
計
画
期
間
中
に
お
け
る
財
政
状
況

　
や
地
方
債
等
の
見
通
し
等

Ⅰ
歳
入
確
保
や
捻
出
方
法

　
現
況
と
し
て
、
ほ
ぼ
横
ば
い
状
況

に
あ
っ
た
地
方
税
が
平
成
21
年
度
に

減
少
し
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は

平
成
17
年
度
以
降
増
加
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
の
行
財

政
改
革
な
ど
に
よ
る
見
直
し
に
よ
り

今
後
の
増
額
は
見
込
め
な
い
状
況
に

あ
り
、
歳
入
を
確
保
す
る
た
め
、
町

税
・
税
外
収
入
の
滞
納
整
理
強
化
の

推
進
、
各
公
共
施
設
使
用
料
の
見
直

し
や
受
益
者
負
担
の
適
正
化
な
ど
の

取
り
組
み
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

Ⅱ
歳
出
削
減
の
内
容

　
歳
出
の
削
減
に
関
し
て
は
、
以
下

の
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

　
①
特
別
職
報
酬
の
削
減
②
職
員
給

与
、
時
間
外
勤
務
手
当
の
削
減
③
職

員
退
職
に
よ
る
欠
員
の
不
補
充
④
議

員
定
数
の
削
減
⑤
事
務
経
費
の
節
減

（
事
務
用
品
の
節
約
、
事
務
機
器
の

合
理
化
）
⑥
施
設
維
持
管
理
経
費
の

節
減
⑦
町
内
各
種
団
体
の
一
元
化
な

ど
に
よ
る
補
助
金
の
縮
減
⑧
特
別
会

計
に
お
け
る
料
金
改
定
な
ど
に
よ
る

繰
出
金
の
削
減
（
上
下
水
道
料
金
、

国
民
健
康
保
険
税
の
改
定
を
検
討
）

⑨
普
通
建
設
事
業
の
抑
制
（
新
規
事

業
の
抑
制
及
び
継
続
事
業
の
見
直
し

に
よ
る
延
期
な
ど
）

Ⅲ
今
後
の
地
方
債
発
行
等
に
係
る
方

　
針

　
平
成
19
年
度
以
降
の
普
通
建
設
事

業
は
、
継
続
事
業
を
中
心
と
し
、
新

規
事
業
は
緊
急
性
・
必
要
性
を
勘
案

し
な
が
ら
、
実
質
公
債
費
比
率
の
早

期
低
減
化
に
向
け
抑
制
に
取
り
組
み
、

今
後
の
地
方
債
発
行
に
つ
い
て
も
同

様
に
抑
制
を
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、

交
付
税
算
入
措
置
の
あ
る
、
有
利
な

起
債
の
利
用
を
図
り
ま
す
。

Ⅳ
計
画
期
間
中
に
お
け
る
実
質
公
債

　
費
比
率
の
適
正
管
理
の
た
め
の
方

　
策

　
Ⅰ
、
Ⅱ
に
よ
る
財
政
状
況
の
健
全

化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
債
の
発

行
を
抑
制
し
実
質
公
債
費
比
率
の
適

正
な
管
理
に
努
め
ま
す
。

Ⅴ
実
質
公
債
費
比
率
の
見
通
し
等

　
今
後
の
実
質
公
債
費
比
率
の
見
通

し
に
つ
い
て
は
、
単
年
度
の
実
質
公

債
費
比
率
は
平
成
20
年
度
を
ピ
ー
ク

に
減
少
し
、
平
成
27
年
度
で
は
16
・

２
％
と
な
る
見
込
み
で
す
。

　
平
成
18
年
度
に
策
定
し
ま
し
た
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
、
平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
い
て
見
直
し
を
行
い

ま
し
た
。

　
計
画
は
、
実
質
公
債
費
負
担
の
適
正
な
管
理
の
た
め
の
取
り
組
み
を
計
画
的
に
行
う
た
め
の
も
の
で
、
平
成
18
年
度
か

ら
平
成
27
年
度
ま
で
の
10
年
間
で
、
早
期
是
正
措
置
の
対
象
と
な
る
18
％
未
満
に
低
減
す
る
も
の
で
す
。

　
平
成
21
年
度
決
算
で
は
、
歳
出
削
減
な
ど
に
よ
る
財
源
確
保
で
、
公
債
費
の
繰
上
償
還
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
同

時
に
地
方
交
付
税
の
増
額
も
あ
っ
て
、
昨
年
度
計
画
値
よ
り
実
質
公
債
費
比
率
の
低
減
と
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
今
後
も
財
政
健
全
化
に
向
け
、
取
組
み
を
強
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
は
、
変
わ
っ
て
は
い
ま

せ
ん
の
で
、
引
き
続
き
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

洞

皆で楽しんだゆうあいフェスティバル

公債費負担適正化計画
着実に進行!着実に進行!着実に進行!

実質公債費比率18％未満へ低減実質公債費比率18％未満へ低減実質公債費比率18％未満へ低減

公
債
費
負
担
適
正
化

計
画
の
概
要

財
政
状
況
の
見
直
し


